
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより ２月号 
発行元：指宿市教育委員会社会教育課 

平 成 2 5 年 2 月 1 日 発 行 

 

 

 

場 所：指宿図書館 2階 多目的集会室 

演 題：「闘わない がん治療～粒子線治療～」 

講 師：菱川 良夫 氏 

(メディポリス医学研究財団がん粒子線 

治療センター長、医学博士) 

対 象：一般  

定 員：30名  

参加料：無料 

 

※事前の申し込みが必要です。指宿図書館の

カウンターか電話で申し込んでください。 

 

 

 

 

 指宿図書館では，料理本などの本棚の

上にある「展示スペース」に，絵画など

の作品を展示される方を募集していま

す。 

様々な方の作品が，多くの方の目に触

れるチャンスになればと考えています。 

 例えば，学校の部活動単位，趣味のサ

ークル単位，個人での活用でも構いませ

ん。 

 詳しくは，指宿図書館のカウンターか

電話(23－2827)にてお問い合わせく

ださい。 

日時：3 月 3 日(日) 

13:30～15:00 
(受付 13：15～) 

 

 

指宿図書館の電算化，山川図書館とのオンライン化，検索機の設置から 1年が経過しました。 

電算化されたことから，開聞庁舎，川尻ふれあい交流館，今和泉校区公民館，池田校区公民館にも検索機が設置

され，本の予約，貸出，返却が可能になりました(事前に利用者登録が必要です)。 

また，ご自宅のパソコンや携帯電話などからも蔵書検索，貸出中の本への予約，貸出延長などが可能になりま

した(事前に利用者登録およびパスワードの登録が必要です)。 

予約された本の連絡をメールにて受信することも可能になりました。 

ますます便利になった指宿市立図書館の機能をご利用ください。ご丌明な点などありましたら，お気軽に図書

館職員までお尋ねください。 

←館内にある検索機。 

これで，指宿図書館・山川図

書館の蔵書検索，予約，貸出

延長などをすることができ

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日にち 時 間 内   容 場 所 

2月 5日(火) 11:15～11:45 わらべうたのへや 指宿 

2月 8日(金) 19:30～20:00 よるのおはなし会(図書館職員) 指宿 

2月 9日(土) 14:00～14:40 ふれあい映画会「きょうはなんてうんがいいんだろう」ほか 山川 

 2月 10日(日) 終 日 新着図書の貸出日 指宿・山川 

 2月 17日(日) 10:30～11:15 おはなしのとびら(あそびうたサークル「ぱすてる」のみなさん) 指宿 

 2月 18日(月) 15:00～16:00 おはなしの時間(おはなし会「バンビ」のみなさん) 開聞 

 2月 23日(土) 
終 日 新着図書の貸出日 指宿・山川 

14:00～14:30 ボランティアおはなし会(山川「おはなしぶらんこの会」のみなさん) 山川 

 3月  3日(日) 13:30～15:00 第 4回図書館講座「闘わないがん治療～粒子線治療～」 指宿 

毎週火曜日 10:30～11:15 えほんのひろば(槌橋保育園の先生方)  指宿 

＜問い合わせ先＞ 

指宿図書館  TEL  0993-23-2827  

FAX  0993-23-2841 

山川図書館  TEL・FAX  0993-35-3300 

 

（携帯） 

https://www.ibusuki-lib.jp/mobile/index.do 

 

（パソコン） 

http://www.minc.ne.jp/ibusukilib/ 

図書館の資料検索や予約，貸出・予約状況を見

ることができます。 

 

● 休 館 日 ● 毎週月曜日 

● 開館時間 ● 平日 9:00～19:00 

土日・祝日 9:00～17:00 

図書館ミニ情報！「指宿市図書館協議会」 
指宿市立図書館条例があり，「図書館協議会の設置」という項目があります。第 8 条「図書館の運営に関す

る事項を審議するため、図書館に図書館協議会を置く」第 9条「協議会の委員は，学校教育及び社会教育の関

係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から，教育委員会が任命する。委員の定

数は 6人以内とする」第 10 条「委員の任期は 2年とする，ただし，再任を妨げない」第 11条「協議会に会

長及び副会長各一人を置く」第 12 条「協議会は会長が招集する」第 13 条「協議会は，委員の過半数の出席

がなければ会議を開くことができない」との記載があります。 

指宿市立図書館は図書館法・指宿市立図書館条例に従い，運営・管理されています。図書館ミニ情報でした。

（指宿図書館長・下吹越） 

 

 

 

 

 

 山川図書館では，「肉体改造計画」をテーマに本を展示しています。 

お正月が過ぎ，年末年始食べ過ぎた！と思われている方や寒さで風邪 

をひかれている方も多いと思います。そんな方におすすめの，ランニ 

ングの本や体幹を鍛えるもの，体を冷やさないための料理の本などを 

展示しています。 

 運動や食事で，風邪に負けない体に鍛えてみませんか？ 

 

https://www.ibusuki-lib.jp/mobile/index.do
http://www.minc.ne.jp/ibusukilib/

